
令和 5年度 事 業 報 告 書

1 事業の成果

従来事業は、引き続き区内 3施設の依頼が継続されました。

個人音楽療法は、3月 まで、さまざまな助成金応募にチャレンジしながら独自の新拠点を探しあぐ

ねましたが、応募したすべての助成金・補助金が不交付となり、4月 からは、正式に公益財団法人 全

国友の会振興財団 東京第二友の会 友の家 lFこ どもホール をお借りしての月6日 間の活動となりま

した。うち、個人音楽療法は「Pク ラス」と呼び、施設やクライエントのご自宅での出張セッション

と同様、従来事業の部門(1)の音楽療法事業に仕訳しています。そして、グループでの活動を「P&G

クラス」と呼び、新事業として部門(9)の 地域交流と音楽芸術活動推進のための事業に仕訳しました。

この事業を新規事業として、すでに採択されていた事業再構築補助金 (コ ロナ枠)を当てにし、さ

まざまな投資を行いながら締切ぎりぎりの4月 25日 に補助金の交付申請を行いましたが、申請した項

目がほとんど認められず、最低申請額の 100万円に満たなかったため、6月 5日 を以て、事業再構築

補助金の交付申請を辞退せざるを得ませんでした。

新事業のための投資額はこの時点で、200万 円ほどになってお り、今後、これを回収 しながら、役

員借入金の返済に充てていくこととなります。

一方、実際の正会員のためのセッションの運営については、現在、借りることになったこどもホー

ルが、年間予定通りに借りられなかつた日などを中心に、参加者にバラつきが増えて来まして、運営

収支が厳しくなってきたため、一部統合や、グループ活動の見直し、個人セッションヘの回帰を検討

しております。

全体の収入は5,800,432円 となり、うち(1)部門の従来事業における事業収益は2,466,680円 で、前

年比では 78%と なりましたが、これは、音楽療法事業のうち、P&Gク ラスを(9)部門に振り分けたた

めで、(1)か ら(9)ま での事業全体の収入は4,047,118円 となり、前年比 101.2%で した。 うち人件費の

支出は、事業収益に対して 77%と なつております。一方、気になる倉庫代および会場費が年間で

438,330円 となり、昨年の504,000円 より若千削減できました。

事業経費全体としては5,595,336円 で、予算費 87.9%で したが、これは獲得できなかった事業再構

築補助金予算として立てていた 230万円に充当する経費を使わなかったので、上記予算比になりまし
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た。 しかしながら、事業再構築補助金事業のための先行投資が嵩み、事業支出全体としては、予算比

156.5%と なりました。

2 事業報告

1)子育て音楽サークルAiAi

今期は、11月 に世田谷区主催の第 22回子育てメッセ Montuyに 参加してイベントとして対面で開

催しましたが、こどもホールの知名度のなさや、団体単独での開催などにより、参加者はたった 1組

でした。また、新たな利用者もなく、団体主催のAiAiに ついては、継続がきわめて困難な状況で

す。

一方、部門(2)の事業として依頼を受けた、荒川区社会福祉協議会 荒川・汐入 。おぐぎんざおもち

ゃ図書館主催  「音とあそぼうワクフクコンサー ト」は今年で 3回 目となり、大成功を収めました。

2)音楽療法ライブ

3月 24日 、前述の東京第二友の会 友の家 2Fホールをお借 りし、赤い羽根共同募金地域 B配分助

成事業  「第 7回世田谷区音楽療法ライブ」を実施 しました。出演者 。来客・スタッフの参加総数は

昨年 と同じく、73名 でした。定員 80名 のホールはやや狭 くも感 じましたが、アットホームに行 うこ

とができました。また、7月 27日 には、通称 うめとびあ、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ 会議室

Aにて、世田谷区肢体不自由児・者父母の会主催の 「ふれあいコンサー ト」にも出演させていただき

ました。今年で 3回 目になります。

3)JCNEグ ッドガバナンス認証の成果

OSUSOと いう寄付金の分配システムが具体化され、今年、7月 から、月数十円ずつではあります

が、グッドガバナンス企業への分配寄付金 (募金)を受け取ることができました。

4)サポー トメンバーと実習生

本格的にコロナ禍が終わるとともに、ボランティア・メンバーの方々も、それぞれの生活が忙しく

なったのか、お手伝いをいただけなくなりつつあります。

実習生は、現在、砧工房のセッションを、国際音楽療法専門学院の学生に手伝ってもらっていま

す。

今後は、有償ボランティアとして、採譜サポー ト、また、動画編集のボランティア (個人情報保護

のための)な どを世田谷ボランティアセンターを介して依頼していくことにしています。
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5)事業の部門分けについて

昨年、定款変更により新たに設けられた (9)地域交流と音楽芸術活動推進のための事業 は、主に

「子育て音楽サークルAiAi」 をはじめとした新しい収益事業のための部門ですが、正会員を中心

としたセッションのうちP&Gク ラスセッションについては、新事業として位置付け、(9)事業として

部門分けすることになりました。

6)事業再構築プロジェク トとして行なったこと

1.ホームページは、 トップページにある6項 目のうち、3項目を、株式会社スターキッドにワー

ドプレス化してもらい、これを以て一度、同社とのお付き合いを終了しました。今後は、株式

会社フィオリエラにて、安価にさまざまな提案をしていただきながら、より運用しやすいホー

ムページを目指していくことにしています。

2.事業再構築プロジェクトの過程で、集客システムなどの ITに係る業務を、一部、株式会社フィ

オリエラに依頼し、ホームページの改訂計画を作ってもらいました。また、その際、K∞K専用

の ITコ ンシェルジュ (生成 AI)を製作してもらいました。今後、WordP“ ss関連のさまざま

な相談や疑間に答えてくれるツールとして学習させていくことで、次世代に残していけるツー

ルになっていく可能性があります。

3.「 NPO設立 lo周年記念誌 ミュージカル・ケア・スタジオ 心のおしゃべり音楽室」という

タイ トルで、新事業のための新しい冊子のパンフレットを制作中です。また、こどもホールの

場所がわかりやすくなるよう、のぼりを制作しました。

4。 そのほかに、新たな環境を整えるため、自然音環境システムR―LIVEの導入、および、コン

サー ト用キーボー ドと、YAMAHAの STAGEPASと いうPAシステムの導入をしました。
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3 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【5,595】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場 所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千

円)

(1)音楽療法

(D個人対象の音楽療
法
(b)出 張音楽療法
(c)施設での音楽療法

(D74回

(b)12回
(c)60回

計 146回

区内公共施

設及び対象
者宅(訪問)

契約中の 3

施設

10

知的発達
障がい

児・者及
び重度心

身障がい

者

(D5

(b)1

0
のベ

837名

3,252

(2)音 楽療法を
用いたエンタ
ーテインメン

トの提供

世田谷区肢体不自由

者親の会イベン ト

荒川おもちゃ図書館
主催イベント

2024円 7

月 27日

2024年
10月 5日

世田谷区立

梅丘パーク

ホール

アクロス荒
川

4

4

会メンバ

ー親子

児童とそ
の家族

約 20
名

約 30
名

40

(3)高齢者・介
護者のための

懐かしい音楽
の集い

実施なし 0

(0音楽療法に
ついて学びた
い子ども達・

成人の音楽活
動促進

実施な し

音楽療法
を学びた
い方

748

(5)コ ンサー

ト・イベン ト
の開催

第 7回世田谷区音楽
療法ライブ

2024¬F3
月 24日

東京第二友
の家 2F
ホール

22

障がいの
ある児童,

成人,乳幼
児及びそ
の保護者 ,

介護者

約 51
ん,

4コ

430

(0音楽療法と
その対象者の

ための楽器の

輸入・製作・

販売

実施なし 0 0

(7)音楽療法と
その対象者の

ための楽曲・

楽譜・CD・
音楽動画等の

制作・販売

実施なし 0
0

(8)音楽療法士
の育成

音楽療法士と他校音
楽療法学生の研修・

実習の受入れ・指導
計 55回

世田谷区内
公共施設

契約施設

2
音楽療法
士をめざ
す成人

2名 1

(0地域交流
と音楽芸術活
動推進のため
の事業

グループ音楽療法

子育て音楽サークル

AiAi

計 44回

1回

東京第二友
の会 友の

家 lFこ ど
もホール

3

5

知的発達
障がい者

0～ 3歳ま
での乳幼
児とその

保護者

17名 1,125
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(2)そ の他の事業

法人名:  特定非営利活動法人心のおしゃべり音楽工房

(事業費の総費用 【  0】 千円)

(単位 :円 )

4 決算報告

貸借対照塞
2024年 10月 31 日 現在

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場 所
従事者
人数

事業費
(千 円)

(1)ホームペー

ジ 。SNS等ヘ

の広告掲載事
業

実施な し
ｎ

）

676,588

201,297

299,200

299,200

1,238,900

104.889

100,000

26.224

2,046,664

877,885

299

0

3,516,677

△ 1,238,281

△ 1,101,311

△ 2,339,592

3,516,677

1 177 085

1,177,085

1資産の部

1.流動資産

現金預金

売掛金

流動資産合計

2.固定資産

(1)有形固定資産

楽器備品

有形固定資産計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

短期借入金

未払金

前受金

預り金

役員借入金

流動負債合計

2.固定負債

固定負債合計

負債合計

皿 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

α
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計算書類の注記

1.重要 な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正

NPO法人会計基準協議会)に よっています。

2.役員報酬規 定 ,役員給与 お よび各種規定 について

従業員の給与については、役員給与と正会員セラピス トのみ、甲欄または乙欄で給与とし、

セラピス ト・メンバー登録のみのセラピス トのセッション報酬は業務委託としました。

役員報酬 とは、総会の承認に基づいて役員の肩書きに対 して支払われる定額報酬であり、代

表理事と副代表のみ、予め総会で承認された定額の報酬を会計上の損金として計上できます。

ただし、代表権は代表理事にのみあるので、副代表ほか理事が運営業務に毎月携わる場合に

ついては、他の従業員と同様の雇用契約書を作成 し、他の従業員と差のない時給での労働対価

であれば、役員給与として損金に参入されます。
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盟登量壺り注ユ

1 菫姜な会計方針

財夢諄表の作曖は.N:()法 人会計3"2010年 7月 20F 2017年 12月 12E晨姜改正 NR)法 人会計こ摯

`ヨ
ピ
=)に

よつています

(1) 清■蜃,の 会計処理

消費優等の会計処理は.■込饉理方式によつています.

,姜 81損益の状況

0菫 別損■の状況は以下の通りです

3 僣入金の増械内訳

僣人金の増減は以 下の通りです .

4 役員及びその近颯着との取引の内容

,員 及
`そ

の近籠子との取引は以下の通りです
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法人名:  特定非営利活動法人心のおしゃべり音楽工房

盟産旦量
2024年 10月 31 日 現在

(単位 :円 )

科  目 金  額

I資産の部

1. 流動資壼

現金預金

みずほ銀行

みずほ銀行駒沢支店

ゆうちょ銀行

ゆうちょ(法人 )

売掛金

有限会社アストロハー

流動贅産合計

2.固定賣産

楽器備品

音響関連

固定資産合計

資産合計

I負債の部

1.流動負債

短期借入金

未払金

クリンピア

ASKUL
オリコ

前受金

世田谷区社会福祉協議会

預り金

源泉所得税

役員借入金

流動負債合計

2.固定負債

固定負債合計

負債合計

正味財菫

464,327

660

177,824

33,777

54,000

7,430

14,860

22,290

7,430

14,860

6,369

17,048

22,290

7,430

22,290

5,000

299200

1,238,900

18,700

15,(】 ,0

6,626

64,563

1∞ ,αЮ

26,224

2,046,664

877,385

299,200

3,516,677

0

1,177,()85

3,516,677

△ 2,339,592

０

）



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 5年度年間役員名簿 (■●彙年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は層所エ
びにこれらの者についての前事彙年度における颯日の有無を記麟した名簿)

特定非営利活動法人心のおしゃべ り音楽工房

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Z以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏    名

l 〇
・監事

ナカイ ミユキ 令和 5年 11月 1日

令和6年 10月 31日

令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日中井 深雪

2
⌒

Q墾り・監事
シノハラエツコ 令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日

令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日篠原 恵津子

3 〇
・監事

ワタナベ ヒロコ 令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日

年 月

月

日

日年渡部 博子

4 〇
・監事

トウドウユキコ 令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日

年  月  日

年  月  日藤堂 悠紀子

5 (璽)・
監事

クライシユリコ 令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日

年  月  日

年 月 日倉石 友里子

6 o・監事
)\trl9 taa 令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日

年  月 日

日年  月長谷川 彩子

7
⌒

理事喪理ヮ
タキグチ トシオ 令和 5年 11月 1日

令和 6年 10月 31日

年

年

月   日

月   日滝口 敏雄

8 理事・監事

年  月 日

日年 月

年 月

月

日

日年

9 理事・監事

年 月

月

日

日年

年:   月   日

年  月  日

10 理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

令和6年 10月 31日

特定非営利活動法人心のおしやべり音楽工房

氏   名

1

(ナカイミユキ)

中井 深雪

2

(シノハラエツコ)

篠原 恵津子

3

πラ:¬F万フ サエコ)

長谷川 彩子

4

(オヤマワカナ)

尾山 和香奈

5

(ト ウドウエキコ)

藤堂 悠紀子

6

C7フ ナベヒロコ)

渡違 博子

7

(ハマザキ チホ)

濱崎 千穂

8 ―

フオコ)

花見 尚子

9

πマ丁セアカナリ)

梁瀬 峻成

10

0「ヲ7シユリコ
)

倉石 友里子

11

てモロ
‐
カズコ)

茂呂 和子

12

「アホミ)

千穂美
πttτ
加瀬



監 査 報 告 書

NPO法人 心のおしゃべり音楽工房

理事長 中井深雪 殿

2024年 12月 22日

NPO法人

監

心のおしゃべり音楽工房事滝口
私は、特定非営利活動促進法第 18条の規定に基づき、2023年 11月 1日 から 2024年

10月 31日 までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果に

ついて、次のとおり報告いたします。

監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、理事会その他重要な会議、z∞m会議に出席し、理事及び使用人等からその

業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、帳簿や証拠書類等を閲

覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に

係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類

(貸借対照表及び活動計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたし

ました。

2 監査意見

(1)事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定歎に違反する重大な事実

は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上
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